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(57)【要約】
　　【課題】　原稿（画像情報）がダークな場合でも、
所要の読取り精度を確保して、良好な画像を得られる照
明系及びそれを用いた画像読取装置を得ること。
　　【解決手段】　原稿台に載置した画像情報を、読取
光学系を介してラインセンサの上に結像させ、該画像情
報を得る画像読取装置に用いられる該画像情報を照明す
るための照明系であって、
　該照明系は、照明ユニットと、該画像情報からの光束
を反射させて、該読取光学系に導光するための折り返し
ミラーと、
　該原稿台と該折り返しミラーとの間であって、光軸方
向に互いに離間して配置され、該画像情報からの光束が
通過するスリット形状の開口部を有する複数の遮光部材
とを有すること。
【選択図】　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿台に載置した画像情報を、読取光学系を介してラインセンサの上に結像させ、該画
像情報を得る画像読取装置に用いられる該画像情報を照明するための照明系であって、
　該照明系は、照明ユニットと、該画像情報からの光束を反射させて、該読取光学系に導
光するためのミラーと、
　該原稿台と該ミラーとの間であって、光軸方向に互いに離間して、かつ、該照明ユニッ
トから発せられた直接光を該ミラー面側から受けない位置に配置され、かつ、該画像情報
からの光束が通過するスリット形状の開口部を含む複数の遮光部材とを有することを特徴
とする照明系。
【請求項２】
　前記複数の遮光部材を前記原稿台から光路方向で前記読取光学系側へ順に第１、第２・
・・第ｎ遮光部材とし、ｉ＝１～（ｎ－１）とするとき
　第ｉ遮光部材と第ｉ＋１遮光部材は前記スリット形状の開口部より広い開口を有する遮
光保持部材で保持されており、第ｉ遮光部材のスリット形状の短手方向の幅をａｉ、
　第ｉ遮光部材の原稿側の面と第ｉ＋１遮光部材の前記折り返しミラー側の面との光軸方
向の距離をｂｉ、該遮光保持部材の開口部の該スリット形状の短手方向の最大幅をｃｉと
するとき
　　ａｉ≦ａｉ＋１
　　３（ｍｍ）＜ａｉ＜８（ｍｍ）
　　ｂｉ≦２（ｃｉ－ａｉ）≦４ｂｉ
なる条件を満足することを特徴とする請求項１の照明系。
【請求項３】
　前記複数の遮光部材のうち光軸方向に隣接する２つの遮光部材と、該２つの遮光部材を
保持する遮光保持部材との間で空間領域を形成していることを特徴とする請求項１又は２
の照明系。
【請求項４】
　前記複数の遮光部材のうち光軸方向に対し垂直方向に配列された遮光部材のスリット形
状の開口部側の内壁の光軸方向の長さをＤＬとするとき
　　０．１ｍｍ＜ＤＬ＜１．０ｍｍ
なる条件を満足することを特徴とする請求項１、２又は３の照明系。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の照明系と、該照明系からの光束で照明された原
稿の画像情報を結像する読取光学系と、該読取光学系で結像した画像情報を読取るライン
センサを有していることを特徴とする画像読取装置。
【請求項６】
　前記読取光学系の焦点距離と、結像倍率を各々ｆ、ｍ、前記複数の遮光部材を前記原稿
台から光路方向で前記読取光学系側へ順に第１、第２・・・第ｎ遮光部材とし、ｉ＝１～
（ｎ－１）とするとき
　第ｉ遮光部材と第ｉ＋１遮光部材は前記スリット形状の開口部より広い開口を有する遮
光保持部材で保持されており、第ｉ遮光部材のスリット形状の短手方向の幅をａｉ、
　第ｉ遮光部材の原稿側の面と第ｉ＋１遮光部材の前記ミラー側の面との光軸方向の距離
をｂｉとするとき
　　２２０（ｍｍ）／（ｆ＋ｆ／ｍ）≦３ａｉ／２ｂｉ
なる条件を満足することを特徴とする請求項５の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はイメージスキャナー、複写機、ファクシミリ等、原稿を照明して原稿の画像情
報を線順次方式で読取る際に好適な照明系及びそれを用いた画像読取装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、イメージスキャナー、複写機、ファクシミリ等、原稿を照明して原稿の画像
情報を線順次方式でラインセンサを用いて読取り行う画像読取装置が知られている。
【０００３】
　この画像読取装置では、読取光学系やラインセンサ等の読取用の各部材を筺体内に収納
したキャリッジを副走査方向に走査している。読取光学系は、その画像情報をラインセン
サー（ＣＣＤ）面上に結像させている。そしてラインセンサから得られる出力信号を利用
して、原稿等の画像情報を読み取るようにしている。
【０００４】
　画像読取装置は、原稿面上を所要の帯状の被照明域（線状照明域）について照明するた
めの照明ユニットと、原稿面上の帯状被照明域の画像情報をラインセンサ上に結像するた
めの少なくとも１つの反射ミラーと、結像光学系そしてラインセンサ等を有している。こ
れらは画像読み取り用のキャリッジに搭載されている。
【０００５】
　照明ユニットは原稿面を線状照明している。このとき原稿面上の画像情報の読取り領域
を含む広い領域を照明している。このため画像情報の読取り領域以外の領域からの拡散光
（迷光）がキャリッジ内部に入射し、ラインセンサに到達する場合がある。そうすると読
取り画像の画質が大きく低下する。
【０００６】
　これに対して照明ユニットによる原稿面上の照明領域を必要最小限にとどめるために、
遮光部材を照明ユニットと原稿面との間に配置し、迷光を軽減させた画像読取装置が知ら
れている（特許文献１）。
【０００７】
　又、原稿面と原稿面からの光束を読み取り光学系側へ反射させる折り返しミラーとの間
にスリット状の開口部を有する遮光部材を配置した画像読取装置が知られている（特許文
献２）。
【特許文献１】特開２００４－１５７１７４号公報
【特許文献２】特開２００１－１１１７７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　遮光部材を用いると、原稿面を線状（帯状）照明することができ、又読取光学系へ入射
する迷光を軽減することができる。
【０００９】
　しかしながら遮光部材を設けたことにより、今度は遮光部材の面からの反射光や、読取
り光路中に遮光部材を配置したときは遮光部材のスリット状の開口部の壁面からの反射光
が迷光となり、ラインセンサに入射し、フレアー光となる場合がある。
【００１０】
　図５はこのときのキャリッジ内に入射する迷光の説明図である。図５では遮光部材１３
４の面１３４ａで反射した光が迷光となる場合と、遮光部材１３２のスリット状の開口部
１３２ｂの壁面（内壁）１３２ａで反射した迷光がキャリッジ内に入射するときを示して
いる。
【００１１】
　図５において、ランプ１１１から発した光は反射板１２１で反射した成分も含め、原稿
台ガラス１４０上の原稿面の照明領域１４０ａに入射する。
【００１２】
　この際原稿台ガラス１４０の裏面１４０ｂや遮光板１３４の面１３４ａにて一部の光が
反射し、スリット形状の開口部１３４ｂに入射する。
【００１３】



(4) JP 2010-68411 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

　この照明系によって照明された原稿面の照度分布は、図上の枠内にしめすような副走査
照度分布を有する。
【００１４】
　原稿面や原稿台ガラス１４０の下面１４０ｂからの反射光とともに、遮光部材１３４の
下面１３４ａで生じた迷光は遮光部材１３２の内壁１３２ａで反射して容易にキャリッジ
内に入射し第一ミラー（折り返しミラー）１５１を介して不図示の読取光学系等に進む。
【００１５】
　更に、ミラーを辿ってラインセンサまで至らなくとも、キャリッジ内壁に照射され、そ
こで散乱されて、キャリッジ内部で（バックグラウンド光として）拡がる。
【００１６】
　この光束成分が、いずれかのミラーを経て、ラインセンサへ至ることにより、ダークレ
ベルに対して、一定のバイアス成分が載ることになる。
【００１７】
　例えば、理想的な反射原稿において、そのハイライト部からの読取り信号レベルを１０
０、ダーク部からのそれを０とする。
【００１８】
　この画像読取装置の読取り階調が１２ｂｉｔ読取りであるとすると、４０９６階調で、
濃度を分解できる必要がある。
【００１９】
　ハイライトを１００％としたとき、１階調分は、僅かに、０．０２４％にすぎない。
仮に、ランプ（照明光源）の光量を１２０％として、原稿ハイライトの反射（拡散）効率
１００／１２０とする。また、ランプ１１１の反射板１２１の反射率を９０％とする。そ
うすると、ランプ光量１２０×０．９（反射板）×０．０４（原稿ガラス）＝４．３２％
となる。キャリッジ内壁の拡散を１／１００として計算すると、４．３２％×１／１００
＝０．０４３２％となり、１階調分の２倍程度になってしまう。
【００２０】
　図５において、遮光部材１３２は一般に照明系を保持する構造部材として使われており
、複雑な構造となりがちなため、樹脂の射出成形で作られる場合が多い。
【００２１】
　然るに、その場合は内壁面１３２ａに沿って成形時の離型が行われるために、表面に微
細な構造を設けることができず、拡散反射などの手段も使えない。
【００２２】
　また、内壁面１３２ａに黒色植毛紙などを貼り付けることで同反射を低減することが一
般的には考えられるが、植毛紙は経年劣化等によりチリ・ホコリを発生するためにそれら
が結像光路中に進入した場合には必ず画像品質の低下を招くことになる。
【００２３】
　そのために植毛紙を用いた対策は好ましくない。
【００２４】
　本発明は、上記事情に基づいてなされたもので、その目的とするところは、原稿がダー
クな場合でも、所要の読取り精度を確保して、良好な画像を得られるように工夫した照明
系及びそれを用いた画像読取装置の提供を目的とする。
【００２５】
　特に、これまで十分な対策が明らかにされていなかった、遮光部材のスリット状の開口
部の内壁からの反射による影響を簡便な構造で改善し、ラインセンサに入射する迷光を軽
減することができる照明系の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の照明系は、原稿台に載置した画像情報を、読取光学系を介してラインセンサの
上に結像させ、該画像情報を得る画像読取装置に用いられる該画像情報を照明するための
照明系であって、
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　該照明系は、照明ユニットと、該画像情報からの光束を反射させて、該読取光学系に導
光するためのミラーと、
　該原稿台と該ミラーとの間であって、光軸方向に互いに離間して、かつ、該照明ユニッ
トから発せられた直接光を該ミラー面側から受けない位置に配置され、かつ、該画像情報
からの光束が通過するスリット形状の開口部を含む複数の遮光部材とを有することを特徴
としている。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、原稿（画像情報）がダークな場合でも、所要の読取り精度を確保して
、良好な画像を得られる照明系及びそれを用いた画像読取装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して具体的に説明する。
【００２９】
　本発明の照明系は、原稿台に載置した画像情報を照明するためのものである。照明系で
照明された画像情報は、読取光学系を介してラインセンサ（読取手段）の上に結像される
。そして、画像情報を読取手段から得ている。
【００３０】
　照明系は、照明ユニット（光源手段）と、画像情報からの光束を反射させて、読取光学
系に導光するための折り返しミラーとを有している。
【００３１】
　更に原稿台と折り返しミラーとの間であって、光軸方向に互いに離間してかつ照明ユニ
ットから発せられた直接光をミラー面側から受けない位置に配置された画像情報からの光
束が通過するスリット形状の開口部を有している。そして開口部を形成する壁面（内壁）
の厚さが薄い複数の遮光部材を有している。
【００３２】
　本実施例において原稿台と折り返しミラーとの間に配置した複数の遮光部材を原稿台か
ら光路方向で読取光学系側へ順に第１、第２・・・第ｎ遮光部材とする。ｉ＝１～（ｎ－
１）とするとき第ｉ遮光部材と第ｉ＋１遮光部材はスリット形状の開口部より広い開口を
有する遮光保持部材で保持されている。
【００３３】
　第ｉ遮光部材のスリット形状の短手方向の幅をａｉとする。第ｉ遮光部材の原稿側の面
と第ｉ＋１遮光部材の折り返しミラー側の面との光軸方向の距離をｂｉとする。遮光保持
部材の開口部のスリット形状の短手方向の最大幅をｃｉとする。このとき
　　ａｉ≦ａｉ＋１　　　　　　　　‥‥‥（１）
　　３（ｍｍ）＜ａｉ＜８（ｍｍ）　‥‥‥（２）
　　ｂｉ≦２（ｃｉ－ａｉ）≦４ｂｉ‥‥‥（３）
なる条件を満足している。
【００３４】
　これらの条件を満足することによってラインセンサに入射する画像情報の読み取りで有
害となる迷光を軽減している。
【実施例１】
【００３５】
　図１は本発明の照明系をイメージスキャナーの画像読取装置に適用したときの要部概略
図である。
【００３６】
　図２は図１の照明系の要部断面図である。
【００３７】
　図中、１は画像読取装置の本体、４０は原稿台（原稿台ガラス）であり、その原稿台４
０面上に原稿１０１が載置されている。
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【００３８】
　１０３は原稿を照明する照明ユニット（光源手段）であり、キセノン管やハロゲンラン
プやＬＥＤアレイ等の照明ランプ１１と反射板２１を有している。
【００３９】
　５１、５２、５３、５４は各々順に第１、第２、第３、第４ミラー（折り返しミラー）
であり、原稿１０１からの光束をキャリッジ１０７内部で折り返している。
【００４０】
　６０は結像レンズ（結像光学系）（読取光学系）であり、原稿１０１の画像情報に基づ
く光束を読取手段７０面上に結像させている。読取手段７０はラインセンサ等の光電変換
素子（以後「ＣＣＤ」と称す）であり、紙面に対し垂直方向である主走査方向に複数の画
素（受光素子）を配列した構成より成っている。
【００４１】
　キャリッジ１０７は一体型走査光学系ユニットを構成しており、照明ユニット１０３、
走査用の複数のミラー５１～５４、結像レンズ１０６、そして読取手段１０５等を一体的
に収納している。
【００４２】
　キャリッジ１０７はモータ等の駆動装置１０８により図中矢印Ａ方向（副走査方向）へ
走査し、原稿１０１の画像情報を読み取っている。読み取られた画像情報は図示しないイ
ンターフェイスを通じて外部機器であるパーソナルコンピューターなどに送られる。尚、
キャリッジ１０７と原稿１０１とを相対的に移動させて原稿１０１の画像情報を読取るよ
うにしても良い。
【００４３】
　次に図２の照明系とその近傍の構成について説明する。図２において、照明ランプ（照
明光源）１１の発光中心から全方向に光束が発する。照明ランプ１１の周囲を覆うように
置かれた反射板２１は、照明ランプ１１からの拡散光（発散光）を原稿台ガラス４０の原
稿面４０ｃ上の読取り領域に照射するように配置されている。照明ランプ１１と反射板２
１は照明ユニット１０３の一部を構成している。ここで、読取り領域は、矢印４０ｂに示
す副走査方向（Ｘ方向）に所定幅を有する帯状被照明域４０ａに相当している。
【００４４】
　図２において紙面に垂直方向が主走査方向（Ｙ方向）である。Ｚ方向は後述する結像工
学系の光軸方向（光軸を延長した方向）に相当している。
【００４５】
　反射板２１は、以下に詳述する読取光学系側へ順に遮光部材３１、３２、３３と共に、
副走査方向について、それぞれ、所定の長さと傾き角度を持って、それぞれ、延在・配置
されている。
【００４６】
　反射板２１は、照明ランプ１１の表面から発する光束の内、原稿面４０ｃ方向とは逆側
の方向に発せられる光束を照明光として利用するために用いられている。これによって、
照明効率を高めている。
【００４７】
　反射板２１を設置すると、反射板２１と原稿台ガラス４０の下面４０ｄの間で、繰り返
し反射が起こり、迷光（ゴースト光）が現れる場合がある。この現象は反射板２１と原稿
台ガラス下面４０ｄに限らず、ランプ表面１１ｐと原稿台ガラス下面４０ｄの間でも発生
しうる。このような迷光は、ほとんどの画像読取装置において発生しうる現象である。
【００４８】
　図２に示すように、Ｌａを画像読取り領域（帯状被照明域）４０ａから垂直方向に出射
した正規読取光軸とする。光軸Ｌａ上の光は、間隔（スリット開口）ａ１でスリット形状
の開口３１ａを有する第一の遮光部材３１、間隔（スリット開口）ａ２でスリット形状の
開口３３ａを有する第二の遮光部材３３を介してキャリッジ内部に侵入する。第一反射ミ
ラー（折り返しミラー）５１に到達する。
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【００４９】
　両遮光部材３１、３３のスリットは照明ランプ１１の発光部から発する直接光をミラー
面側から受けない位置に配置されている。よって、特に強い直接光をキャリッジ内部に迷
光として発することはない。
【００５０】
　両遮光部材３１、３３は遮光部材３１、３３のスリット形状の開口部３１ａ、３３ａの
幅よりも広い開口を有する遮光保持部材（遮光部材）３２（３２ａ、３２ｂ）の上下面で
保持されている。
【００５１】
　本実施例において原稿台４０と折り返しミラー５１との間に配置される複数の遮光部材
のうち光軸方向に隣接する２つの遮光部材３１、３２と、２つの遮光部材３１、３２を保
持する遮光保持部材３２との間で空間領域を形成している。
【００５２】
　そして複数の遮光部材のうち光軸方向に対し垂直方向に配列された遮光部材３１、３３
のスリット形状の開口部側の内壁の光軸方向の長さをＤＬとするとき
　　０．１ｍｍ＜ＤＬ＜１．０ｍｍ　　‥‥‥（４）
なる条件を満足している。
【００５３】
　更に好ましくは
　　０．１ｍｍ＜ＤＬ＜０．５ｍｍ　　‥‥‥（４ａ）
を満足している。
【００５４】
　本実施例において遮光部材３１、３３の中心間距離（上下面の距離）がｂ１であり、さ
らに遮光部材３１、３３の中間部分（遮光部材３２ａ、３２ｂ間）の間隔がｃ１である。
スリット状の遮光部材３１、３３はたとえば、黒色樹脂シート（内壁の厚さ０．１～０．
５ｍｍ程度）が好ましく、樹脂成形品などが適切な遮光部材３２の上下面に貼り付けるこ
とで容易に製作することが容易である。黒色樹脂シートは様々な素材が適用可能であるが
、特に表面に微細構造をブラスト加工などで施したシート材は表面反射率が低くなるので
より好ましい。
【００５５】
　次に遮光部材の効果について説明する。
【００５６】
　遮光部材３１のスリット状の開口３１ａの間隔ａ１は同位置を通過する画像読取領域４
０ａからの光束を加工・組立時の位置バラツキや温度等による変形時においても光束を遮
らない最低限の幅とする。
【００５７】
　居住空間で使用され樹脂成形部品を多用して組み立てられた民生用の画像読取装置の場
合は、スリット幅ａｉは条件式（２）の如く３～８ｍｍ程度とするのが適切である。
【００５８】
　また、開口３１ａの間隔ａ１と開口３３ａの間隔ａ２では、条件式（１）の如くａ１≦
ａ２とするのが良い。
【００５９】
　遮光部材３１、３３の間隔ｂ１については、図２に示す長さｄは、遮光部材３１から遮
光部材３２の中間点までの距離である。この長さｄはランプ１１の端部からの光束がキャ
リッジ内部に漏れ込むのを防ぐために必要な最低限の長さであり、その影響だけを考慮す
るのなら、長さｄで良い。
【００６０】
　しかしながら、部品位置のばらつき誤差などを考慮すると、ｂ１≧１．２ｄ程度の余裕
があるほうが好ましい。
【００６１】
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　また、ここには具体的に示されていないが、大きさｂ１は、キャリッジ内部において、
ミラーで折り返される光束が、水平に通過する場合に、この光路を妨げないように、無制
限に大きくて良いわけではない。
【００６２】
　従って、長さｂ１には上限値が存在するが、これは、全読取り光学系の光路の配置に依
存して設定されるものである。
【００６３】
　また、読取り用の開口部分３１ａの幅（遮光部材３１の副走査方向の幅：ａ１）は、遮
光部材３１から読取光学系６０までの距離が２２０ｍｍ程度の光学系では２ｂ１≦３ａ１
の関係が好ましい。
【００６４】
　これは、遮光部材３１のスリット状の開口３１ａの間を通過して来る迷光が、基準の読
取り光軸Ｌａに対してなす角度が、約３０度以上のものを排除する条件である（読取り光
束に影響を与えない範囲の条件である）。
【００６５】
　又、読取光学系６０の焦点距離と、結像倍率を各々ｆ、ｍとする。
【００６６】
　このとき
　　　２２０（ｍｍ）／（ｆ＋ｆ／ｍ）≦３ａｉ／２ｂｉ　‥‥‥（５）
なる条件を満足するのが良い。
【００６７】
　読取光学系６０の仕様（照明ユニットとの距離）によっては、角度によって迷光の影響
度合いは変わるから、条件式（５）を満足することが好ましい。
【００６８】
　上記で排除された光線は、スリット状の遮光部材３３の表面で拡散反射し減衰しながら
、遮光部材３１に直接もしくは、遮光部材３２の表面反射を経て到達し、スリット状の開
口３１ａ、３３ａから出射するときは、ほぼ問題とならない状態になる。
【００６９】
　遮光部材３２は間隔ｃ１が一定以上狭くなると、原稿台ガラス４０の下面４０ｄで反射
した迷光ｇを受けてしまうので、なるべく広いのが良い。
【００７０】
　しかし、同部材３２は、遮光部材３１および３３を保持する構造部材の役割を担ってお
り、間隔が広すぎると、遮光部材３１および３３を安定して保持できず、装置駆動時の振
動等で遮光部材３１、３３の位置が変動する可能性が高くなる。
【００７１】
　このような現象を鑑みて、間隔ａ１と長さｂ１、長さｃ１の関係は条件式（３）の如く
ｂ１≦２（ｃ１－ａ１）≦４ｂ１の範囲であることが好ましい。
【００７２】
　本実施例において、各寸法数値は、ａ１＝５ｍｍ、ｂ１＝５ｍｍ、ｃ１＝１０ｍｍ、ａ
２＝５ｍｍである。焦点距離ｆと結像倍率ｍはそれぞれｆ＝３３ｍｍ、ｍ＝０．１９であ
る。
【００７３】
　以上構成を採ることにより、ランプ（冷陰極蛍光管）１１から発した直接光がキャリッ
ジ内への侵入することを防ぐことができる。
【００７４】
　また、従来の光学系ではキャリッジ内に進入していた開口壁の表面反射からの迷光を大
幅に減らすこともできる。
【実施例２】
【００７５】
　図３は本発明の実施例２の照明系の要部断面図である。



(9) JP 2010-68411 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【００７６】
　本実施例は実施例１に比べて画像読取領域４０ａの照度を更に明るくするために、２つ
の照明ランプ（光源）１１ａ、１１ｂを正規読取光軸Ｌａに対して左右対称に配置してい
る。
【００７７】
　光源の数が増えると迷光も増えるため、遮光対策も徹底する必要がある。そこで本実施
例では光源１１ｂ、１１ｃの周辺に遮光部材３４（３４ａ、３４ｂ）および３５（３５ａ
、３５ｂ）を追加して原稿面４０ｃの照明範囲４０ａを必要最小限のものとしている。
【００７８】
　さらに、正規読取光軸Ｌａに沿ってスリット状の開口部３１ａ、３２ｄ、３３ａを有す
る第１、第２、第３の遮光部材３１、３２，３３を用いている。
【００７９】
　遮光部材を３段階の構造として、第一ミラー（折り返しミラー）５１に達する迷光をよ
り効果的に除去できる構造としている。
【００８０】
　第２の遮光部材３２は第１、第３の遮光部材３１、３３を保持する遮光保持部材を兼ね
ている。
【００８１】
　図３において３４（３４ａ、３４ｂ）は照明ユニット１０３（１０３ａ、１０３ｂ）か
らの光束が原稿面を線状に照明するように配列された遮光部材である。
【００８２】
　３５（３５ａ、３５ｂ）は照明ユニット１０３（１０３ａ、１０３ｂ）からの直接光が
第１の遮光部材３１に入射するのを防止するための遮光部材である。
【００８３】
　第２の遮光部材３２はスリット形状の開口部３２ｄを有し、第１、第３の遮光部材３１
、３３の間に配置されており、第１、第３の遮光部材３１、３３とともに迷光を遮光して
いる。
【００８４】
　第２の遮光部材３２は第１、第３の遮光部材３１、３３との間に線状の突起部３２ｃを
有している。線状の突起部３２ｃで挟まれた領域はスリット形状の開口部３２ｄを形成し
ている。
【００８５】
　ａ１、ａ２、ａ３はスリット状の開口部３１ａ、３２ｄ、３３ａの短手方向の幅である
。
【００８６】
　ｂ１は第１、第２の遮光部材３１、３２との光軸方向の距離である。ｂ２は第２、第３
の遮光部材３２、３３との光軸方向の距離である。
【００８７】
　各寸法数値は、ａ１＝５ｍｍ、ｂ１＝４ｍｍ、ｃ１＝１０ｍｍ、ａ２＝５ｍｍ、ｂ２＝
７ｍｍ、ｃ２＝１０ｍｍ、ａ３＝６ｍｍである。読取光学系の焦点距離ｆと結像倍率ｍは
それぞれ、ｆ＝２４ｍｍ、ｍ＝０．１２である
【実施例３】
【００８８】
　図４は本発明の実施例３の照明系の要部断面図である。
【００８９】
　本実施例では光源手段として冷陰極蛍光管に比べてより省電力なＬＥＤ１２を使用して
いる。ＬＥＤ１２は基板２２上で紙面垂直方向にアレイ配置されており線上光源として使
用している。
【００９０】
　ＬＥＤ１２は所謂サイドビュー型であって、遮光保持部材を兼ねる基板２２に平行に原
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稿読取位置４０ａに向かって照明光を照射している。
【００９１】
　スリット状の遮光部材３１、３３は基板（遮光保持部材）の上下端に固定されている。
【００９２】
　本実施例では実施例１と同様に迷光を効果的に除去している。
【００９３】
　図４において遮光保持部材２２は光軸に対し平行でなく傾けて配置している。そして光
源手段１２を傾けて配置した遮光保持部材２２の外側斜面に配置している。この他の構成
は図２の実施例１と同じである。
【００９４】
　各寸法数値は、ａ１＝５ｍｍ、ｂ１＝８ｍｍ、ｃ１＝２０ｍｍ、ａ２＝５ｍｍである。
結像系の焦点距離ｆと結像倍率ｍはそれぞれ、ｆ＝５５ｍｍ、ｍ＝０．２２である
　以上の実施例１～３において、前述した条件式の数値は、次表の如くである。
【００９５】
 
条件式　　　ａ１≦ａ２
実施例１　　　５≦５
実施例２　　　５≦５
実施例３　　　５≦５
 
条件式　　　ａ２≦ａ３
実施例２　　　５≦６
 
条件式　　　　３≦ａ１≦８
実施例１　　　３≦　５≦８
実施例２　　　３≦　５≦８
実施例３　　　３≦　５≦８
 
条件式　　　　３≦ａ２≦８
実施例１　　　３≦　５≦８
実施例２　　　３≦　５≦８
実施例３　　　３≦　５≦８
 
条件式　　　　３≦ａ３≦８
実施例２　　　３≦　６≦８
 
条件式　　　ｂ１≦２（ｃ１－ａ１）≦４ｂ１
実施例１　　　５≦　　　１０　　　≦２０
実施例２　　　４≦　　　１０　　　≦１６
実施例３　　　８≦　　　３０　　　≦３２
 
 
条件式　　　ｂ２≦２（ｃ２－ａ２）≦４ｂ２
実施例２　　　７≦　　　１０　　　≦２８
 
条件式　　　２２０／（ｆ＋ｆ／ｍ）≦３ａ２／２ｂ２
実施例２　　　　　　１．０　　　　　　　１．１
 
条件式　　　２２０／（ｆ＋ｆ／ｍ）≦３ａ１／２ｂ１
実施例１　　　　　１．１　　　　　≦　　１．５
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実施例３　　　　　０．７　　　　　≦　　０．９
 
　以上の各実施例において、冷陰極管やＬＥＤを光源として説明したが、本発明はこれら
に限定されるわけではなく、その他の蛍光管やハロゲンランプ、エレクトロルミネッセン
ス光源を用いた場合でも同様の効果を得ることができる。
【００９６】
　また、読取光学系は屈折光学系であっても良いし反射光学系であっても同様の効果が得
られる。
【００９７】
　ラインセンサは１ラインのモノクロセンサであっても良い。カラー画像読取装置に用い
られる３ライン以上のカラーセンサでも良い。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の画像読取装置の実施例１の要部概略図である。
【図２】図１の一部分の照明系概略図である。
【図３】本発明の実施例２の照明系の概略図である。
【図４】本発明の実施例３の照明系の概略図である。
【図５】従来の照明系の概略図である。
【符号の説明】
【００９９】
１１　ランプ（冷陰極蛍光管など）
１２　ＬＥＤ（サイドビュー型白色ＬＥＤなど）
２１　反射板
２２　ＬＥＤ固定基板
３１～３５　遮光部材
４０　原稿台ガラス
５１～５４　ミラー
６０　結像光学系
７０　ラインセンサ
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【図３】
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